
 
 
 

                           

鶴
田
町
生
活
支
援

臨
時
定
額
給
付
金

(

一
万
円)

を
給
付

し
ま
す 

 

《
企
画
観
光
課
》 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ

の
経
済
対
策
と
し
て
、
簡
素
な
仕
組

み
で
迅
速
か
つ
的
確
に
家
計
へ
の
支

援
を
行
う
、「
鶴
田
町
生
活
支
援
臨
時

定
額
給
付
金
」
を
給
付
し
ま
す
。 

郵
送
さ
れ
た
申
請
書
に
氏
名
、
生

年
月
日
、
振
込
先
口
座
（
当
町
に
お

い
て
「
令
和
二
年
度
定
額
給
付
金
」

も
し
く
は
「
令
和
三
年
度
非
課
税
世

帯
へ
の
給
付
金
」
を
申
請
さ
れ
た
方

の
み
）
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

現
在
の
世
帯
主
が
当
時
と
変
更
に

な
っ
て
い
る
場
合
は
、
振
込
先
口
座

が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
新
た

な
振
込
先
口
座
を
記
入
し
て
必
要
書

類
と
と
も
に
提
出
く
だ
さ
い
。 

○
給
付
対
象
者 

 

令
和
四
年
六
月
九
日
現
在
で
、
住

民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
方 

○
受
給
権
者
（
受
け
取
る
人
） 

 

住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い

る
方
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主 

○
給
付
額 

 

給
付
対
象
者
一
名
に
つ
き
一
万
円 

○
申
請
書
の
発
送 
 

令
和
四
年
七
月
八
日
（
金
） 

○
申
請
期
間 

 

申
請
書
が
届
い
た
日
か
ら 

十
月
七
日
（
金
）
ま
で 

○
必
要
書
類 

・
本
人
確
認
書
類 

 

運
転
免
許
証
の
写
し
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
写
し
、
健
康
保
険
証

の
写
し
、
年
金
手
帳
の
写
し 

等 

・
口
座
確
認
書
類 

 

通
帳
ま
た
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

の
写
し 

※
振
込
先
口
座
に
変
更
が
な
い
場
合

は
口
座
確
認
書
類
は
不
要
で
す
。 

○
申
請
方
法 

・
郵
送
申
請 

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て

必
要
書
類
と
と
も
に
返
信
用
封
筒
で

返
送
く
だ
さ
い
。 

・
電
子
申
請 

 
 

申
請
書
に
記
載
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
ま
た
は

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
青
森
県
電
子
申
請

シ
ス
テ
ム
申
請
画
面
に
ア
ク
セ
ス
し

て
必
要
事
項
を
入
力
し
、
必
要
書
類

（
デ
ー
タ
）
を
添
付
し
て
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。 

・
窓
口
申
請 

国
際
交
流
会
館
ロ
ビ
ー
ま
た
は
企

画
観
光
課
窓
口
に
て
申
請
を
受
付
し

ま
す
。（
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま

で
） 世

帯
ご
と
に
、
申
請
い
た
だ
い
た

口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。 

口
座
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
申

請
書
及
び
本
人
確
認
書
類
を
持
っ
て

窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

書
類
の
記
入
誤
り
や
添
付
書
類
の

不
備
が
あ
る
場
合
、
振
込
に
日
数
が

か
か
り
ま
す
の
で
、
申
請
前
に
内
容

を
よ
く
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

郵
送
さ
れ
た
申
請
書
に
誤
り
が
あ

る
方
は
、
お
手
数
を
お
か
け
し
ま
す

が
左
記
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま

す
。 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

 

企
画
観
光
課 

ま
ち
づ
く
り
班 

(

内
線
２
６
１
、
２
６
２
、
２
６
３) 

   

国
民
健
康
保
険
証

が
郵
送
さ
れ
ま
す 

 

《
健
康
保
険
課
》 

現
在
お
使
い
の
国
民
健
康
保
険
証

は
、
令
和
四
年
七
月
三
十
一
日
（
日
）

が
有
効
期
限
と
な
っ
て
お
り
、
八
月

一
日
（
月
）
か
ら
は
新
し
い
国
民
健

康
保
険
証
と
な
り
ま
す
。
新
し
い
保

険
証
は
、
七
月
下
旬
に
簡
易
書
留
で

住
所
地
に
郵
送
さ
れ
ま
す
の
で
、
到

着
後
は
新
し
い
保
険
証
に
よ
り
医
療

機
関
な
ど
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

な
お
、
旧
保
険
証
は
ご
自
身
で
破

棄
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

※
保
険
税
の
滞
納
が
あ
る
方
に
は
郵

送
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
七
月
二
十
日

（
水
）
以
降
に
現
在
使
用
し
て
い
る

保
険
証
を
持
参
し
て
、
健
康
保
険
課

⑤
番
窓
口
へ
お
い
で
く
だ
さ
い
。 

 

※
住
民
票
に
記
載
の
住
所
地
を
、
長

期
入
院
や
出
稼
ぎ
な
ど
で
留
守
に
す

る
場
合
は
、
郵
便
局
に
て
「
転
送
届
」

の
手
続
き
を
さ
れ
る
よ
う
お
勧
め
い

た
し
ま
す
。
役
場
で
直
接
受
け
取
り

た
い
方
は
、
七
月
六
日
（
水
）
ま
で

に
電
話
な
ど
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。 

 

※
郵
送
で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
方
は
、
八
月
一
日
（
月
）
以

降
に
現
在
使
用
し
て
い
る
保
険
証
と

印
鑑
（
代
理
人
の
場
合
は
受
け
取
り

に
来
る
方
の
印
鑑
）
を
持
参
し
て
、

健
康
保
険
課
⑤
番
窓
口
へ
お
い
で
く

だ
さ
い
。 

※
七
十
歳
以
上
の
方
に
は
「
保
険
証

兼
高
齢
受
給
者
証
」
を
郵
送
し
ま
す
。

ま
た
、
新
た
に
七
十
歳
に
な
る
方
に

は
、
誕
生
月
の
末
日
ま
で
を
有
効
期

限
と
し
た
「
保
険
証
」
を
郵
送
し
ま

す
。
そ
の
後
、
誕
生
月
に
「
保
険
証

兼
高
齢
受
給
者
証
」
交
付
に
つ
い
て

の
通
知
を
郵
送
し
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

健
康
保
険
課 

国
保
介
護
班 

(

内
線
１
４
４) 

 

２０２２年６月３０日  ４９２号 

鶴田町企画観光課  ℡22-2111 内線 26３ 

－新型コロナウイルス感染症対策について－ 
町民の皆さま方には、感染防止対策にご協力いただきありがとうございます。 

－県知事メッセージの内容－ 

1．基本的な感染防止対策の徹底を継続しましょう。 

2. 風邪症状などがある方は、出勤・登校・登園等を控え、かかりつけ医等に相談しま

しょう。 

3. 人との距離が十分確保できない状況で会話をする場合は、マスクを着用しましょう。 

◎オミクロン株は、感染拡大の速度が非常に速く、密集・密閉・密接への対策を 1つで

も欠くと、感染する危険性が高くなります。 

◎お互いを守り合う気持ちで、引き続き、ご理解とご協力をお願いします。 



住
民
税
非
課
税
世
帯
等

に
対
す
る
臨
時
特
別
給

付
金
の
お
知
ら
せ 

 
《
町
民
生
活
課
》 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

よ
る
影
響
が
長
期
化
す
る
中
で
、
様
々

な
困
難
に
直
面
し
た
方
々
の
生
活
・
暮

ら
し
の
支
援
を
行
う
観
点
か
ら
、
住
民

税
非
課
税
世
帯
等
に
対
し
て
臨
時
特

別
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。 

●
支
給
対
象
者 

次
の
①
ま
た
は
②
に
該
当
す
る
方 

①
世
帯
員
全
員
の
令
和
四
年
度
住
民

税
（
均
等
割
）
が
非
課
税
の
世
帯
の

世
帯
主 

※
た
だ
し
、
課
税
さ
れ
て
い
る
者
の
扶

養
親
族
等
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯

を
除
く 

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
を
受
け
て
令
和
四
年
一
月
以

降
の
家
計
が
急
変
し
、
世
帯
員
全
員

が
住
民
税
非
課
税
相
当
の
収
入
と

な
っ
た
世
帯
の
世
帯
主 

※
令
和
四
年
二
月
以
降
、
令
和
三
年
度

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対
す
る
臨

時
特
別
給
付
金
（
十
万
円
）
の
支
給
を

受
け
た
世
帯
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。 

●
支
給
額 

一
世
帯
あ
た
り
十
万
円 

●
支
給
手
続
き 

▽
①
に
該
当
す
る
方 

・
世
帯
員
全
員
が
、
令
和
三
年
十
二
月

十
日
以
前
か
ら
現
住
所
に
お
住
ま

い
の
場
合
は
、
令
和
四
年
六
月
一
日

時
点
で
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
か

ら
確
認
書
が
届
き
ま
す
の
で
、
必
要

事
項
を
記
入
の
う
え
提
出
く
だ
さ

い
。 

・
世
帯
の
中
に
、
令
和
三
年
十
二
月
十

一
日
以
降
に
転
入
し
た
方
が
い
る

場
合
は
、
令
和
四
年
六
月
一
日
時
点

で
お
住
ま
い
の
市
区
町
村
に
申
請

が
必
要
で
す
。 

▽
②
に
該
当
す
る
方 

・
申
請
時
に
お
住
ま
い
の
市
区
町
村

に
申
請
が
必
要
で
す
。 

●
申
請
期
間 

令
和
四
年
七
月
四
日
（
月
） 

～
令
和
四
年
九
月
三
十
日
（
金
） 

※
土
・
日
・
祝
日
は
除
く 

●
申
請
場
所 

国
際
交
流
会
館 

ロ
ビ
ー 

●
問
い
合
わ
せ
先 

町
民
生
活
課 

福
祉
支
援
班 

(

内
線
１
６
１)

 
 

 

低
所
得
の
子
育
て
世
帯

に
対
す
る
子
育
て
世
帯

生
活
支
援
特
別
給
付
金 

(
ひ
と
り
親
世
帯
以
外

の
低
所
得
の
子
育
て
世

帯
分)
の
お
知
ら
せ 

 

《
町
民
生
活
課
》 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

よ
る
影
響
が
長
期
化
す
る
中
で
、
食
費

等
の
物
価
高
騰
等
に
直
面
す
る
低
所

得
の
子
育
て
世
帯
の
生
活
の
支
援
を

行
う
観
点
か
ら
、
低
所
得
の
子
育
て
世

帯
に
対
し
て
生
活
支
援
特
別
給
付
金

が
支
給
さ
れ
ま
す
。 

●
支
給
対
象
者 

次
の
①
②
の
両
方
に
該
当
す
る
方

（
※
ひ
と
り
親
世
帯
分
の
給
付
金
の

支
給
を
受
け
た
方
を
除
く
） 

①
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
時
点
で

十
八
歳
未
満
の
児
童
（
障
害
児
の
場

合
二
十
歳
未
満
）
を
養
育
す
る
父
母

等 

※
平
成
十
六
年
四
月
二
日
か
ら
令
和

四
年
三
月
三
十
一
日
生
ま
れ
の
児
童

（
障
害
児
は
平
成
十
四
年
四
月
二
日

生
ま
れ
以
降
） 

※
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五

年
二
月
二
十
八
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

児
童
も
対
象
に
な
り
ま
す
。 

②
令
和
四
年
度
住
民
税
（
均
等
割
）
が

非
課
税
の
方
ま
た
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け

て
令
和
四
年
一
月
以
降
の
家
計
が

急
変
し
、
住
民
税
非
課
税
相
当
の
収

入
と
な
っ
た
方 

●
支
給
額 

児
童
一
人
あ
た
り
五
万
円 

●
支
給
手
続
き 

▽
令
和
四
年
四
月
分
の
児
童
手
当
ま

た
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者

で
住
民
税
非
課
税
の
方
（
公
務
員
を
除

く
）
は
申
請
不
要
で
す
。
対
象
と
な
る

方
に
は
「
給
付
に
関
す
る
お
知
ら
せ
」

が
届
き
ま
す
。 

▽
そ
の
他
の
方
（
例
：
高
校
生
の
み
養

育
し
て
い
る
方
、
家
計
が
急
変
し
た
方
、

公
務
員
な
ど
）
は
申
請
が
必
要
で
す
。 

●
申
請
期
間 

令
和
四
年
七
月
四
日
（
月
） 

～
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
（
火
） 

※
土
・
日
・
祝
日
は
除
く 

●
申
請
場
所 

国
際
交
流
会
館 

ロ
ビ
ー 

●
問
い
合
わ
せ
先 

町
民
生
活
課 

福
祉
支
援
班 

(

内
線
１
６
１)

 
 

廃
校
に
な
っ
た
小
学
校 

を
活
用
し
ま
せ
ん
か 

 

《
総
務
課
》 

 
令
和
二
年
三
月
に
管
内
小
学
校

の
統
廃
合
に
伴
い
閉
校
と
な
っ
た

廃
校
施
設
の
校
舎
、
土
地
等
の
有
効

的
な
利
活
用
に
つ
い
て
、
産
業
の
振

興
、
雇
用
の
創
出
、
地
域
の
活
性
化

に
寄
与
す
る
事
業
者
等
を
公
募
型

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
よ
り
売
却

し
ま
す
。 

 

詳
細
に
つ
い
て
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
掲
載
の
募
集
要
領
を
ご
覧

に
な
る
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。 

●
対
象
施
設 

・
旧
菖
蒲
川
小
学
校 

・
旧
梅
沢
小
学
校 

●
募
集
要
領
の
配
布 

令
和
四
年
七
月
一
日
（
金
） 

～
七
月
二
十
九
日
（
金
） 

●
応
募
書
類
の
提
出 

 

令
和
四
年
八
月
十
七
日
（
水
） 

～
八
月
三
十
一
日
（
水
） 

※
公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル 
 

入
札
方
式
の
一
種
で
、
定
め
ら
れ

た
要
件
に
対
し
、
民
間
事
業
者
が
技

術
提
案
書
と
価
格
を
提
示
。
提
出
さ

れ
た
案
を
自
治
体
が
選
定
し
、
決
定

す
る
方
式
。 

●
問
い
合
わ
せ
・
提
出
先 

 

総
務
課 

財
務
班 

 
(

内
線
２
７
５
・
２
７
６) 

 

鶴
田
町
奨
学
生
を
募

集
し
ま
す 

 

《
教
育
委
員
会
》 

町
で
は
、
人
材
育
成
を
図
る
た
め
、

鶴
田
町
民
の
お
子
さ
ん
が
高
等
学
校

や
高
等
専
門
学
校
、
短
期
大
学
、
大
学
、

大
学
院
な
ど
に
入
学
予
定
お
よ
び
在

学
中
の
学
生
で
、
経
済
的
な
理
由
に
よ

り
修
学
が
困
難
な
方
を
対
象
に
、
奨
学

金
を
貸
与
し
て
お
り
ま
す
。 

希
望
さ
れ
る
方
は
、
教
育
委
員
会
学

務
総
務
班
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

※
所
得
額
等
に
よ
り
貸
与
が
受
け
ら

れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

●
所
得
制
限 

 

世
帯
所
得
金
額 

五
五
〇
万
円 

（
世
帯
員
五
人
以
上
の
場
合
は
六

五
〇
万
円
） 

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
特
例
期
間 

 

世
帯
所
得
金
額 

六
〇
〇
万
円 

（
世
帯
員
五
人
以
上
の
場
合
は
七

〇
〇
万
円
） 

●
貸
与
額 

月
額
四
万
円
以
内 

（
高
等
学
校
は
、
二
万
円
以
内
） 

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
特
例
期
間 

月
額
五
万
円
以
内 

（
高
等
学
校
は
、
二
万
円
以
内
） 

●
利
息 

無
利
息 

●
償
還
期
間 

九
年
以
内 

●
必
要
書
類 

 

（
本
人
） 

奨
学
生
願
書
・
推
薦
調
書
・ 

合
格
通
知
書
の
写
し 

 

（
世
帯
） 

所
得
証
明
書
・
納
税
証
明
書 

 

（
連
帯
保
証
人
） 

印
鑑
証
明
書
・
所
得
証
明
書
・
納

税
証
明
書 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

教
育
委
員
会 

学
務
総
務
班 

(

内
線
２
１
３) 

 

農
道
補
修
の
申
請
を

受
け
付
け
ま
す 

 

《
建
設
整
備
課
》 

 

町
で
は
、
今
年
も
農
道
補
修
（
敷
砂

利
）
事
業
を
行
い
ま
す
。
実
施
時
期
は

七
月
後
半
か
ら
八
月
末
頃
ま
で
の
予

定
で
、
実
施
方
法
は
現
物(

砂
利
な
ど)

支
給
と
し
、
各
申
請
団
体
の
実
施
数
量

に
応
じ
た
負
担
額
に
つ
い
て
、
町
が
一

部
助
成
い
た
し
ま
す
。 

 

た
だ
し
、
多
面
的
機
能
支
払
交
付
金

で
農
地
維
持
支
払
を
受
け
る
団
体
は

本
事
業
に
申
し
込
む
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。 

 

な
お
、
過
去
三
年
間
に
補
修
事
業
を

実
施
し
た
団
体
に
は
、
申
請
書
類
一
式

を
送
付
し
ま
す
が
、
新
た
に
希
望
す
る

団
体
は
、
建
設
整
備
課
土
木
班
へ
お
知

ら
せ
く
だ
さ
い
。 

●
受
付
期
限 

 

七
月
二
十
二
日
（
金
） 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

 

建
設
整
備
課 

土
木
班 

 
(

内
線
２
８
８) 

 
 町

営
住
宅
入
居
者
募
集 

 

《
建
設
整
備
課
》 

町
営
住
宅
に
つ
い
て
入
居
者
を
募

集
し
て
い
ま
す
。 

・
鶴
寿
団
地
（
長
屋
）
一
戸 

・
み
ど
り
団
地
（
戸
建
て
）
一
戸 



詳
細
に
つ
い
て
は
問
い
合
わ
せ
先

に
ご
確
認
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

 

建
設
整
備
課 

土
木
班 

(

内
線
２
８
７) 

 

実
年
式
（
還
暦
祝
）
開

催
中
止
に
つ
い
て 

 

《
教
育
委
員
会
》 

 

令
和
四
年
八
月
に
延
期
し
て
開
催

を
予
定
し
て
お
り
ま
し
た
令
和
三
年

度
実
年
式
（
当
初
二
月
十
二
日
（
土
）
）

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
状

況
等
を
考
慮
し
て
、
今
年
度
は
中
止
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

何
卒
ご
理
解
の
程
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

鶴
田
町
公
民
館 

☎
２
２―

２
８
１
８ 

 鶴
田
町
子
育
て
支
援
セ

ン
タ
ー
の
お
知
ら
せ  

《
鶴
田
町
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
》 

今
年
度
も
コ
ロ
ナ
感
染
予
防
を
徹

底
し
な
が
ら
、
ま
た
、
状
況
を
見
な
が

ら
行
っ
て
お
り
ま
す
。
お
問
い
合
わ
せ

の
う
え
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 《
保
育
体
験
》 

●
妊
婦
・
乳
児
（
０
歳
児
）
親
子
保
育

体
験
（
離
乳
食
体
験
な
し
） 

▽
日
時
：
七
月
十
九
日
（
火
） 

八
月
十
六
日
（
火
） 

九
月
二
十
日
（
火
） 

午
前
九
時
三
十
分
～
十
一
時 

●
幼
児
（
１
～
５
歳
児
）
親
子
保
育
体

験
（
給
食
体
験
な
し
） 

▽
日
時
：
休
日
を
除
く
毎
日 

午
前
九
時
三
十
分
～
十
一
時
三
十
分 

※
い
ず
れ
も
必
ず
予
約
を
し
て
く
だ

さ
い
。 

 

《
子
育
て
相
談
日
》 

▽
日
時
：
七
月
二
十
三
日
（
土
） 

八
月
二
十
七
日
（
土
） 

九
月
二
十
四
日
（
土
） 

午
前
十
時
～
十
二
時 

午
後
一
時
～
三
時 

※
子
ど
も
の
成
長
、
発
達
の
遅
れ
、
不

登
校
、
ひ
き
こ
も
り
等
、
子
育
て
上
、

気
に
か
か
り
ご
心
配
な
事
は
何
で

も
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
内
容
に
よ
っ

て
は
、
専
門
家
の
先
生
が
対
応
し
ま

す
。 

※
予
約
制
で
す 

 

《
親
子
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
タ
イ
ム
》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▽
日
時
：
七
月
六
日
（
水
） 

八
月
三
日
（
水
） 

九
月
十
四
日
（
水
） 

午
前
十
時
～
十
一
時
三
十
分 

▽
場
所
：
鶴
遊
館
（
栄
養
指
導
室
） 

▽
内
容 

七
月 

♪
し
ゃ
ぼ
ん
玉
で
あ
そ
ぼ
う 

 
 

★
七
夕
の
飾
り
を
作
ろ
う 

八
月 

♪
ボ
ー
ル
で
遊
ぼ
う 

★
お
り
紙
で
金
魚
ね
ぶ
た
を
作
ろ
う 

九
月 

♪
廃
材
で
転
が
る
も
の
を
作
ろ
う 

★
投
げ
て
転
が
し
て
遊
ぼ
う 

※
〇
歳
児
か
ら
入
学
前
の
子
ま
で
、
ど

な
た
で
も
親
子
で
参
加
で
き
ま
す
。
予

約
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。 

※
毎
月
乳
児
健
診
の
日
の
午
前
中
に

行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
気
軽
に
い
ら

し
て
く
だ
さ
い
。 

 

《
ふ
れ
あ
い
体
験
（
小
中
高
生
・
大
人
）
》 

▽
日
時
：
毎
週
土
曜
日 

午
前
九
時
～
午
前
中 

右
記
以
外
の
日
時
で
も
相
談
に
応
じ

ま
す
。 

▽
場
所
：
つ
る
た
乳
幼
児
園 

▽
募
集
人
員
：
一
日
三
名
（
予
約
制
） 

▽
内
容
：
子
ど
も
た
ち
と
遊
ん
だ
り
、

生
活
援
助
（
お
む
つ
交
換
、
授
乳
、
食

事
の
世
話
な
ど
）
を
体
験
す
る
。 

※
遊
べ
る
服
装
で
お
い
で
く
だ
さ
い
。 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

鶴
田
町
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー 

(

つ
る
た
乳
幼
児
園
内) 

☎
２
２―

３
７
６
５ 

７月１日から「第７２回 社会を明るくする運動」が始まります 
「社会を明るくする運動」は、全ての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理

解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動です。７２回目を迎

える今年も「#生きづらさを、生きていく。」のテーマを継続して開始されます。鶴田町保護司会では、町民プ

ラザとスーパーストア敷地内（国道３３９号バイパス沿い）に「啓発のぼり旗設置」を行います。 

マイナンバーカードを取得すると鶴田町商工会共通商品券（５，０００円分）がもらえます！ 
町では、マイナンバーカードの普及促進と、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町民の生活及び地域経

済を支援するため、マイナンバーカードを既に持っている方や新規に取得する方に、１人につき５，０００円分
の鶴田町商工会共通商品券を差し上げています。（数に限りがあります。８，０００人に到達次第終了します。）
是非、この機会にマイナンバーカードを取得しましょう！ 
※最新の商品券交付者数と残数については、町ホームページ「くらしの窓口」→「マイナンバーカード普及推進
事業に基づく商品券交付状況」に掲載しています。 
●問い合わせ先 町民生活課 くらしの窓口班（内線１５３、１５４） 

令和４年度国民健康保険税の税率を減額します 
健康づくりへの取り組みにご協力をいただいており、その効果として医療費が抑えられています。新型コロナ

ウイルス感染症と物価高騰による家庭負担の軽減を図るため、令和４年度の国民健康保険税を減額します。 
（国保に加入している全世帯が対象となります。）なお、今回の減額措置にあたり申請手続きは不要です。 
 
令和４年度国民健康保険税 税率・税額 

区分 
所得割率 

「（国保加入者の所得―
基礎控除額）×税率」 

資産割率 
「国保加入者の固定資産

税×税率」 

均等割額 
「被保険者数×額」 

平等割額 
「１世帯×額」 

医療分 ８．３％ ０％ １３，８００円 ０円 

後期高齢者支援分 ２．３％ ０％  ３，６００円 ０円 

介護分 ２．４％ ０％  ４，２００円 ０円 

合計 １３．０％ ０％ ２１，６００円 ０円 
 
●改正点（令和４年度分に限る） 
・資産割率     ３４％ →      ０％（△３４％） 

 ・均等割額 ４３，２００円 → ２１，６００円（△２１，６００円） 
 ・平等割額 ２６，４００円 →      ０円（△２６，４００円） 
 （全体で約４０％、１人当たり２８，０００円程度減額となります。） 
 ※低所得者に係る軽減措置を受けている場合は、減額後の額から軽減割合に応じて減額します。 
●その他の改正点 
 ・未就学児は、均等割額が２分の１の軽減対象となりました。 
 ・課税限度額は医療分が６３万円から６５万円に、後期高齢者支援分が１９万円から２０万円となりました。 
●問い合わせ先 税務会計課 税務相談班（内線１２２）  



介護予防事業 ※詳細は別紙チラシをご覧ください。  
 

からだ すっきり! さっぱり! 健康運動教室 

★開催日・対象地区 ※密集・密接を防ぐため、行政区ごとに参加できる日を指定します。 

７月４日（月） 
富士見町、公園通り、文化通り、菖蒲川、鶴泊、大性、山道、中野、胡桃舘、境、松倉、 

横萢、沖、東瀬良沢、西瀬良沢、鷹ノ尾、駅東町、相原町、みどり町、あさひ町 

７月１１日（月） 
稲元、米元、掛元、稲川、桂井、田の尻、尾原、前中野、後中野、木筒、間山、野木、大巻、

新田子、亀田、強巻、派立、寺町、仲町、本町、駅前通り、田中町、桜町、鶴寿団地 

★場 所：鶴遊館 ★時 間：午前 10 時～11 時（受付 9 時 30 分～）※会場には９時 30 分以降にお越しください。 
 

「傾聴サロン」 でほっこり、すっきりしませんか 
鶴田町傾聴ボランティア養成講座修了生による「つるりんの会」が、あなたのお話をじっくりと聴きます。    

お話した内容の秘密は厳守します。安心してお越しください。             

★日 時：７月４日（月）午後 1 時～3 時  ★場 所：鶴遊館 栄養指導室      

 

 

 

 

 

 

 

              

 
 

◆新型コロナワクチンに関するお知らせ◆ 

◎予約・相談専用電話  TEL 0173－22－6001 （平日 午前 9時～午後 4時 30分） 
 

 

◆新型コロナウイルス感染症対策について◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発熱や咳などの風邪症状、だるさ（体調不良）がある場合は、各種行事への参加を控えてくださるようお

願いします。また、来場する際はマスクの着用にご協力をお願いします。 

 

 

 
 

 

 

 

追加接種 

( ４回目 ) 

・町では、国の方針に基づき、対象となる方への追加接種（４回目）を 6 月下旬から順次開始しています。 

・追加接種（４回目）は、３回目接種日から５か月以上経過した「６０歳以上の方」及び「１８～５９歳

で基礎疾患のある方」が対象です。 

・６０歳以上の方には、「接種券」を、３回目接種後５か月を経過する前に、順次発送しています。 

・１８～５９歳の方には、予約案内を７月から順次発送します。基礎疾患等があり、対象となる方はお電

話でご予約ください。接種券は、予約後にお届けします。 

※対象年齢は、接種時点の満年齢です。 

※予約受付時に混み合うことを避けるために、３回目接種日の早い順番に小分けにして発送します。 

※お知らせする「予約開始日時」以降に、予約してくださるようご協力をお願いします。 

追加接種 

( ３回目 ) 
 

初回接種 

(１･２回目) 

★随時お電話

で受付してい

ます。 

◇接種を希望する方は、早めのご予約をおすすめします。 

◇転入された方や接種券を紛失された方はお問い合わせください。 

◇オミクロン株は感染力が強いため、感染拡大による重症例の増加が懸念されています。

感染した後に重症化することや長引く症状（後遺症）が生じることがあるため、接種が推

奨されています。 

 
小児接種 

(５～１１歳) 

★現在、平成 29 年 5 月 10 日生まれのお子さんまで接種券を発送しています。5 月 11日以降に 5 歳と

なるお子さんに関しては、日程が決まり次第、順次発送いたします。 

★すでに接種券が届いている方で、これから接種を希望する場合は、お電話でご相談ください。 

★接種を判断する材料として、同封する「厚生労働省新型コロナワクチン接種についてのお知らせ」を参

考にしてください。 

《感染について心配な方》                       《健康面・予防方法について心配な方》 

・厚生労働省電話相談窓口             TEL 0120-565653   ・県コールセンター TEL 0120-123-801 

・受診・相談センター（五所川原保健所） TEL 0173-34-2108 ・役場 健康保険課  TEL 22-2111 

町の保健だより 
令和４年 

集団婦人健診のお知らせ 

 ★婦人健診（子宮頸がん・卵巣がん検診、乳がん検診） 

  期間：6/26（日）～6/28（火）、7/13（水）～7/16（土）の計７日間 
 

今年度対象で、まだ申し込んでいない方、申し込みを忘れていた方は、今からでも間に合います。 

また、申込書に「受けない」と記入して提出された方も変更可能です。ぜひご連絡ください。 

 

連絡先：健康保険課 健康長寿班（内線 131～136） 

健診へ GO！ 


